
 

 

平成 27 年度積算資料等の改定について 

 

 

 このことについて、国土交通省では、土木工事標準積算基準及び設計業務等の積算基

準の改定を行い、平成 27 年 4 月から適用することとしています。 

 ついては、高知県土木部において例年 7 月に行っている積算資料等の改定内容の一部

を、下記のとおり適用することとしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．改定内容 

 【土木工事標準積算基準書】 

   ・現場管理費率及び一般管理費等率 

 【設計業務等標準積算基準書】 

   ・測量業務及び地質調査業務の諸経費率 

・設計業務、地質解析業務の一般管理費等の割合 

 

２．適用日 

  平成 27 年４月１日以降に積算するもの 

 

  



 

【参考】 

土木工事標準積算基準書 現場管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【参考】 

土木工事標準積算基準書 一般管理費 

 

 

 

 

設計業務等標準積算基準書 測量業務諸経費率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計業務等標準積算基準書 地質調査業務諸経費率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計業務等標準積算基準書 土木設計業務（地質解析業務）一般管理費等 

 

 

 

 

 

 

 


